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政
府
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
オ
マ
ー
ン
湾
、
ア
ラ
ビ
ア
海
北
部
及
び
バ
ブ
・
エ
ル
・
マ
ン
デ
ブ
海
峡
東
側
の

ア
デ
ン
湾
の
三
海
域
の
公
海
に
お
い
て
、
護
衛
艦
を
新
た
に
一
隻
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
海
賊
対
処
行
動
に
現
に
従
事
す
る
自

衛
隊
の
部
隊
の
固
定
翼
哨
戒
機
Ｐ

３
Ｃ
を
活
用
し
て
、
情
報
収
集
活
動
を
行
う
こ
と
（
以
下
、
「
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派

遣
」
と
い
う
。
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
政
府
は
こ
の
派
遣
の
根
拠
と
し
て
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
の
「
所

掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
閣
議
決
定
時
に
は
予
期
さ
れ
な
か
っ
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
、
現
在
、
全
世
界
に
お
い
て
拡
大
し
て

い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

全
世
界
に
お
い
て
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
を
続
け
て
い
る
中
、
中
東
地
域
へ
派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊

員
の
健
康
に
も
影
響
が
生
じ
か
ね
な
い
。 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
鑑
み
、
今
回
の
中
東
派
遣
部
隊
を
活
動
期
間
（
令
和
二
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
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年
十
二
月
二
十
六
日
）
内
に
早
期
撤
収
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。 

二 
政
府
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
〇
一
第
九
号
）
で
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
十

八
号
の
規
定
は
「
自
衛
隊
」
が
引
き
続
き
情
報
収
集
活
動
や
警
戒
監
視
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
法
律
上
明
ら
か

に
す
る
等
の
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
、
と
し
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
条
文
の
文
言
上
、
同
法
第
四
条
は
「
防
衛
省
」
が
つ
か
さ
ど
る
事
務
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
り
「
自
衛
隊
」
の

任
務
を
定
め
た
規
定
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
衛
隊
の
任
務
、
行
動
及
び
権
限
等
は
自
衛
隊
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
明

確
に
次
条
（
同
法
第
五
条
）
に
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
自
衛
隊
法
上
、
情
報
収
集
活
動
や
警
戒
監
視
活
動
の
明
文
の
定
め

は
な
い
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣
に
は
派
遣
の
根
拠
と
な
る
規
定
が
な
く
、
法
の
不
備
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

な
お
、
自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
に
は
「
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣

に
お
け
る
情
報
収
集
活
動
の
根
拠
条
文
と
は
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
の
閣
議
決
定
に
お
い

て
、
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣
に
お
け
る
情
報
収
集
活
動
が
「
自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行

動
に
関
し
、
そ
の
要
否
に
係
る
判
断
や
発
令
時
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
同
条
の
適
用
以
前
の
段
階
で
行
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わ
れ
る
活
動
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
同
答
弁
書
は
、
同
条
の
「
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
」
に
関
し
、
必
要
な
情
報
収
集
を
す
る
観
点
か
ら
、
防
衛
省

設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
の
範
囲
内
で
必
要
な
対
応
す
な
わ
ち
情
報
収
集
が
で
き
る
と
の
見
解
で
あ
る
。 

 
 

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
同
法
第
四
条
及
び
第
五
条
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
自
衛
隊
法
上
の
明
文
の
な
い
行
動
の
根

拠
を
組
織
法
で
あ
る
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
に
立
ち
返
っ
て
求
め
る
こ
と
は
、
同
法
第
五
条
を
骨
抜
き
に
し
か
ね
な
い
。
そ

の
た
め
、
「
防
衛
省
」
の
組
織
法
で
あ
る
防
衛
省
設
置
法
の
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
を
「
自
衛
隊
」
の
情
報
収
集
活
動
や

警
戒
監
視
活
動
の
根
拠
規
定
と
す
る
同
答
弁
書
に
お
け
る
見
解
は
、
法
治
主
義
の
潜
脱
と
考
え
る
。 

 
 

以
上
か
ら
、
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
法
に
関
し
、
法
の
不
備
及
び
法
治
主
義
の
潜
脱
の
問
題
が
あ

る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。 

三 

従
来
、
自
衛
隊
を
海
外
派
遣
す
る
場
合
は
国
会
で
慎
重
な
議
論
を
重
ね
、
特
別
措
置
法
を
制
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
例

え
ば
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣
の
よ
う
に
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
を
根
拠
と
す
れ
ば
、
国
会
承
認
も
閣
議
決
定
も

不
要
と
な
り
、
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。 

 
 

立
法
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
国
民
の
間
で
、
中
東
地
域
に
お
け
る
日
本
関
係
船
舶
の
安
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全
確
保
の
必
要
性
や
予
期
せ
ぬ
事
態
へ
の
対
応
等
の
議
論
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

 
 

前
項
で
述
べ
た
と
お
り
法
の
不
備
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
国
会
の
機
能
を
無
力
化
し
な
い
た
め
、
更
に
は
法
治
主
義
潜
脱

の
疑
義
の
あ
る
先
例
を
作
ら
な
い
た
め
に
も
、
必
要
な
立
法
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
、
今
回
の
自
衛

隊
中
東
派
遣
に
あ
た
り
新
た
な
立
法
措
置
に
よ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
理
由
を
お
伺
い
し
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


